
令和８年度盛岡市生活困窮者自立相談支援事業及び家計改善支援事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

令和８年２月４日  

 

１ 趣旨 

盛岡市（以下「発注者」という。）は、「令和８年度盛岡市生活困窮者自立相談支援事業及び家

計改善支援事業業務委託」（以下「本業務委託」という。）の委託候補者の選定に関し、この公募

型プロポーザル実施要領に基づき、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施

する。 

 

２ 本業務委託概要 

(1) 名称 

令和８年度盛岡市生活困窮者自立相談支援事業及び家計改善支援事業業務委託 

(2) 業務の仕様 

別紙「業務委託仕様書」のとおり。 

(3) 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

(4) 見積上限額 

43,029,000円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 

なお、金額は企画内容の規模を表すもので、契約予定金額を示すものではない。見積上限額

について、事業ごとの内訳は次のとおりであり、これを超えた提案は無効とする。 

ア 自立相談支援事業               36,191,000円 

 （うち自立相談支援機関体制強化事業       8,591,000円） 

イ 家計改善支援事業               6,838,000円 

(5) 留意事項 

本業務委託は、令和８年度当初予算案が成立することを前提に進めており、同予算成立をも

って初めて有効となることから、当該予算案が成立しなかった場合又は予算額が修正された場

合には、手続を変更し、又は中止することがある。 

 

３ プロポーザルに係る参加資格要件 

プロポーザルに参加する者（以下「プロポーザル参加者」という。）は、次に掲げる資格要件を

全て満たす者とする。 

なお、資格要件を満たす者複数が共同して提案を行うこともできるものとする。 

(1) 法人格を有していること。 

なお、「協議会」など共同体により応募する場合は、以下のいずれの要件も満たすこと。 

ア 共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること。 

イ 構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在が明確になってい

ること。 



(2) 本業務委託の実施について、発注者の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えて

いること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは

再生手続開始の申立てがされている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を受

けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てをし

ている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法第41条第１項に規定する更生手

続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(5) 委託候補者を選定するまでの間に、発注者からの受注業務に関し、入札参加停止等の措置を

受けていないこと。 

(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号及び第６号の規定に該当しない者であること。 

 

４ 日程 

 (1) 公募開始 

   令和８年２月４日（水） 

 (2) プロポーザル参加申込受付期間 

   令和８年２月４日（水）から令和８年２月25日（水）午後５時まで（必着） 

 (3) 質問受付期間 

   令和８年２月４日（水）から令和８年２月17日（火）午後５時まで（必着） 

 (4) 質問への回答公表 

   令和８年２月19日（木） 

 (5) プレゼンテーション、企画提案審査 

   令和８年３月12日（木） 

 (6) 審査結果の通知 

令和８年３月末日までに全ての参加者に文書で通知するとともに、盛岡市公式ホームページ

で結果を公表する。 

 

５ プロポーザル参加申込等に関する事項 

  本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出すること。 

なお、書類の様式等は、盛岡市公式ホームページからダウンロードし、適宜活用すること。 

（盛岡市公式ホームページアドレス：https://www.city.morioka.iwate.jp/） 

 (1) 提出書類 

  ア 参加申込書（様式第２号）  …１部 

  イ 企画提案書（様式第３号）  …７部（正本１部、副本６部） 

  ウ 直近１年分の財務諸表    …７部（正本１部、副本６部） 

  エ 費用積算内訳書       …７部（正本１部、副本６部） 

(ｱ) 盛岡市長宛てとし、プロポーザル参加者（共同提案の場合、代表者）の商号又は名称、

代表者職氏名を記載して代表印を押印すること。 

https://www.city.morioka.iwate.jp/


(ｲ) 費用積算内訳書及び財務諸表は任意様式とし、費用積算内訳書は次に例示する内容を参

考として、本業務委託の履行に要する経費を全て盛り込み、２(4) に規定する見積上限額

の範囲内で見積もること。 

なお、数量や単価を示す等により、積算根拠についても可能な限り明らかにすること。 

ａ 人件費（報酬、社会保険料等） 

ｂ 活動拠点の管理運営に要する経費 

・ パソコン、プリンター、職員用机、椅子等施設内設備の賃借料 

・ インターネットの利用に関する経費（プロバイダ利用料、光通信、ADSL利用料、暗

号化通信の電子証明書費用等） 

・ 電話料（電話機賃借料を含む。） 

・ 図書、雑誌、資料等購入費 

・ 封筒、名刺等作成費 

・ 活動用車両リース料 

・ その他必要な通信運搬費、消耗品購入費、賃借料等 

ｃ 生活・就労相談に要する経費 

・ 相談に係る企画、作成、印刷等に要する経費 

・ その他必要な旅費、通信運搬費、消耗品購入費、賃借料等 

ｄ 関係機関との連携活動の実施に要する経費 

・ 旅費、通信運搬費、消耗品購入費、賃借料、謝金、委託料等 

ｅ 広報活動に要する経費 

・ インターネットによる情報提供に要する経費（コンテンツ更新費、独自ドメイン申

請料等） 

・ その他必要な広報活動に要する経費 

ｆ その他、本業務の履行に要する経費 

・ 一般管理費 

・ 損害保険料 

・ 職員研修等に要する経費 

・ その他必要な通信運搬費、消耗品購入費、賃借料等 

ｇ 消費税及び地方消費税額 

 (2) 質問の受付及び回答 

  ア 提出書類 

    実施要領等に関する質問票（様式第１号） 

  イ 受付期間 

令和８年２月４日（水）から２月17日（火）午後５時まで（必着） 

ウ 提出方法  

電子メールにより、11に規定する担当課宛て提出すること。 

（電子メールアドレス seikatuhukusi@city.morioka.iwate.jp） 

エ 質問に対する回答方法 

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和７年２月20日（木）

mailto:seikatuhukusi@city.morioka.iwate.jp


までに盛岡市公式ホームページで公表する。 

(3) 参加申込受付期間 

令和８年２月４日（水）から２月25日（水）午後５時まで（必着） 

 (4) 提出方法 

   11に規定する担当課宛て持参又は郵送により提出すること。 

  ア 持参する場合の提出方法 

土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 

  イ 郵送する場合の提出方法 

    書留、簡易書留又は特定記録のいずれかの郵便とし、参加申込受付期間までに担当課に到

達するように送付すること。 

 (5) 提出書類作成上の注意 

ア 企画提案書はＡ４版縦に横書きとし、様式第３号に定める記載事項をよく確認した上で、

必要に応じて絵、図を用いて具体的に記載すること。 

  なお、既存資料（会社パンフレット等）において、必要な記載事項が網羅されているもの

があれば、企画提案書として活用して差し支えない。 

イ 企画提案書は、プロポーザル参加者１者につき１提案のみ受け付けるものとし、提出後の

書換え、引換え、再提出及び撤回は、認めない。 

ウ 提出期限以降における書類の差替え及び再提出は、認めない。 

(6) 企画提案が無効となる場合 

次のいずれかに該当する企画提案は、これを無効とする。 

ア 資格要件を満たさない者又は委託候補者を選定するまでの間に資格要件を満たさなくなっ

た者から提出されたもの 

イ 提出した書類に虚偽の内容が記載されていたもの 

ウ 見積限度額を超えるもの 

エ 民法（明治29年法律第89号）第90条、第93条、第94条又は第95条の規定に該当する内容と

なっているもの 

オ 誤字、脱字等により必要事項が確認できないもの 

カ 提出期限を過ぎて提出されたもの 

キ その他、プロポーザルに関する条件に違反したもの 

 

６ 参加の取下げ 

  プロポーザル参加者が参加申込後に申込みを取り下げる場合は、参加辞退届（様式第４号）を

提出すること。 

 

７ 選考に関する事項 

 (1) プレゼンテーションの実施 

   プロポーザル参加者から提出された企画提案書等をもとに、プレゼンテーションを実施する。 

 (2) 企画提案審査 

   企画提案審査日は、令和８年３月12日（木）とする。 



委託候補者の選定は、「令和８年度盛岡市生活困窮者自立相談支援事業及び家計改善支援事業

業務委託企画提案審査要領（以下「審査要領」という。）」に基づき行う。 

(3) 委託候補者の決定 

発注者は、審査要領に定める選考委員会からの報告をもとに、委託候補者及び補欠順位を決

定する。 

(4) 結果通知 

発注者は、委託候補者を決定した後、全てのプロポーザル参加者に文書で通知するとともに、

盛岡市公式ホームページで結果を公表する。 

 

８ 契約の締結について 

(1) 契約締結の手続について 

ア 発注者は、盛岡市財務規則第 121条に定める随意契約の手続により、委託候補者から見積

書を徴取して契約を締結し、契約書を作成する。 

イ 委託候補者の提案が共同提案により行われた場合には、委託候補者の代表者が発注者との

契約の当事者となるものとする。 

ウ 本業務委託の業務仕様書は、委託候補者が提出した企画提案書をもとに作成するが、本業

務委託の目的達成のために必要と認められる場合には、発注者と委託候補者との協議により、

提案内容を一部変更した上で業務仕様書を作成することがある。この場合において、委託候

補者との協議が整わなかったときは、補欠順位の上位者と協議を行うものとする。 

(2) 契約保証金について 

委託候補者は、契約保証金として契約額の 100分の５以上の額を契約締結前に納付しなけれ

ばならない。ただし、盛岡市財務規則第 125条各号のいずれかに該当する場合には、契約保証

金の全部又は一部の納付を免除することがある。 

 

９ 公正なプロポーザルの確保について 

(1) プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第

54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(2) プロポーザル参加者は、プロポーザルに当たっては、競争を制限する目的で他のプロポーザ

ル参加者と提案内容に関する相談等を行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければ

ならない。 

(3) プロポーザル参加者は、委託候補者の選定前に、他のプロポーザル参加者に対して企画提案

書等を意図的に開示してはならない。 

(4) プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、プロポーザルを公

正に執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加者をプロポーザルに

参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

10 その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに関する説明会は、開催しない。 

(2) 応募に要する一切の費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 



(3) プロポーザル参加者が１者であっても、企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判

断した場合は、委託候補者として特定する。 

(4) 本業務は、令和８年度予算につき、契約締結は令和８年４月１日以降とする。 

なお、契約締結までの間に契約を締結することが著しく不適当と認められる事情が生じたと

きは、契約を締結しないことがある。 

(5) 議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合、本業務に係る準備のために要した費

用については、一切補償しない。 

(6) 提出された各種書類については、返却しない。 

 

11 担当課（書類の提出及び問い合わせ先） 

盛岡市保健福祉部生活福祉第一課 担当：佐々木（ささき） 

所在地：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸３番46号 盛岡市役所内丸分庁舎３階  

電 話：  019-613-8148（直通） 

ＦＡＸ：  019-625-5023 

電子メールアドレス seikatuhukusi@city.morioka.iwate.jp 
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